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定
時
制
高
校
で
学
ん
で
み
ま

せ
ん
か

令
和
３
年
度
入
試
を
次
の
と
お

り
実
施
し
ま
す
。

募
集
人
員　
40
名

履
修
課
程　
定
時
制
普
通
科

履
修
年
限　
４
年

授
業
時
間　
午
後
５
時
25
分
～
８

　
時
55
分
（
途
中
給
食
あ
り
）

出
願
期
日　
２
月
15
日
㈪
・
16
日

㈫
学
力
検
査　
２
月
26
日
㈮

面
接　
３
月
１
日
㈪

※
19
歳
以
上
を
対
象
と
し
た
定
時

制
の
課
程
に
お
け
る
特
別
募
集
も

あ
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
左
記
へ
。

★
埼
玉
県
立
本
庄
高
等
学
校
（
定

時
制
の
課
程
）
☎
21-

１
１
９
５

中
小
企
業
退
職
金
共
済
掛
金

の
補
助
制
度
の
ご
案
内

市
で
は
、
小
規
模
事
業
者
の
育

成
と
従
業
員
の
福
利
厚
生
の
増
進

を
目
的
に
、
事
業
者
が
支
出
す
る

退
職
金
共
済
掛
金
の
一
部
を
補
助

し
て
い
ま
す
。

補
助
対
象
（
次
の
①
～
④
す
べ
て

に
該
当
す
る
事
業
者
）

①
常
時
使
用
す
る
従
業
員
が
お
お

む
ね
20
名
（
商
業
・
サ
ー
ビ
ス

業
は
５
名
）
以
下
の
事
業
者

②
中
小
企
業
退
職
金
共
済
契
約
又

は
特
定
退
職
金
共
済
契
約
を
し

て
い
る
事
業
者

③
市
内
に
事
業
所
が
あ
り
、
１
年

以
上
の
事
業
実
績
を
持
ち
、
市

税
を
完
納
し
て
い
る
事
業
者

④
こ
れ
ま
で
に
補
助
制
度
を
利
用

し
た
こ
と
の
な
い
事
業
者

期
間　
３
年
間

補
助
金
額　
加
入
従
業
員
１
名
に

つ
き
１
年
間
あ
た
り
２
４
０
０

円
（
上
限
）

申
込　
１
月
29
日
㈮
ま
で
に
電
話

又
は
直
接
左
記
へ

※
必
要
書
類
等
は
、
左
記
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

★
商
工
観
光
課
☎
25-

１
１
７
５

公
共
下
水
道
事
業
計
画
案
の

縦
覧
を
行
い
ま
す

利
根
川
右
岸
流
域
関
連
本
庄
公

共
下
水
道
事
業
の
変
更
に
伴
い
、

計
画
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
し
ま

す
。
市
内
在
住
者
及
び
利
害
関
係

者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

縦
覧
期
間　
１
月
12
日
㈫
～
26
日

㈫
（
土
・
日
を
除
く
）

縦
覧
場
所　
下
水
道
課
（
市
役
所

２
階
）

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
縦
覧
で

き
ま
す
。

意
見
の
提
出　
縦
覧
場
所
又
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
配
付
の
意
見

書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う

え
、
１
月
26
日
㈫
（
必
着
）
ま

で
に
左
記
へ
持
参
、
郵
送
、
フ

ァ
ッ
ク
ス
又
は
、
メ
ー
ル
で
提

出
提
出
先　
〒
３
６
７-

８
５
０
１ 

本
庄
市
本
庄
３-

５-

３　
　
　

本
庄
市
役
所
下
水
道
課　
　
　

　
蕭
25-

１
１
４
５

　
gesui@

city.honjo.lg.jp
★
下
水
道
課
☎
25-

１
１
４
７

在
宅
重
度
心
身
障
害
者
手
当

支
給
制
度
の
お
知
ら
せ

重
度
の
障
害
が
あ
る
在
宅
の
方

に
、手
当
を
支
給
す
る
制
度
で
す
。

手
当
額　
５
０
０
０
円
（
月
額
）

対
象　
市
内
に
住
所
を
有
し
、
次

の
①
～
④
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
又
は
２

級
所
持
者

②
療
育
手
帳
Ⓐ
又
は
Ａ
所
持
者

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

級
所
持
者

④
超
重
症
心
身
障
害
児
（
20
歳
未

満
）
と
認
め
ら
れ
た
方

支
給
制
限　
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
に
は
手
当
を
支
給
し

ま
せ
ん
。

・
施
設
入
所
し
て
い
る
方

・
65
歳
以
上
で
新
た
に
障
害
者
手

帳
を
取
得
し
た
方

・
前
年
の
所
得
に
よ
り
住
民
税
が

課
税
さ
れ
て
い
る
方

・
特
別
障
害
者
手
当
又
は
障
害
児

福
祉
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

　
（
超
重
症
心
身
障
害
児
は
除
く
）

※
詳
し
く
は
左
記
へ
。

★
障
害
福
祉
課
☎
25-

１
１
２
５・

蕭
23-

１
９
６
３

脇島正法律事務所
埼玉弁護士会所属 弁護士 脇島 正

予約制 受付時間：平日 ～

〒 本庄市早稲田の杜
からも予約できます

収入のない方も安心してご相談ください
法テラス制度を利用することで負担なく弁護士に依頼できます

夜間・土日
応相談

初回相談料無料

☆ あきらめていませんか！！

障害年金を

倉倉田田和和子子

病気やけがのために日常生活や仕事に

障害者手帳をお持ちの方、ぜひ一度

ご相談ください。 （初回相談 無料）

障害年金の専門家 社会保険労務士
連絡先 本庄市西五十子
ＴＥＬ ０８０－１２４２－７６９６

支障があり 歳未満に初診日がある方、

不
要
農
薬
や
空
き
容
器
等
の

処
理
に
つ
い
て

埼
玉
ひ
び
き
の
農
協
で
は
、
不

要
農
薬
等
の
処
理
を
専
門
業
者
に

依
頼
し
ま
す
。

期
限
切
れ
等
で
処
理
に
お
困
り

の
農
薬
や
農
薬
の
空
き
容
器
が
あ

る
方
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

《
児
玉
地
域
》

日
時　
１
月
25
日
㈪　
午
前
９
時

～
正
午

場
所　
埼
玉
ひ
び
き
の
農
協
児
玉

　

ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー
（
☎
72-

２
　
９
９
８
）

《
本
庄
地
域
》

日
時　
１
月
26
日
㈫　
午
前
９
時

～
正
午

場
所　
埼
玉
ひ
び
き
の
農
協
本
庄

営
農
経
済
セ
ン
タ
ー
（
☎
24-

３
２
８
８
）

《
共
通
》

処
理
費
用
（
１
㎏
あ
た
り
）

・
一
般
農
薬　
３
６
０
円

・
特
殊
農
薬
Ａ
分
類
（
ク
ロ
ー
ル

ピ
ク
リ
ン
等
）　
２
０
０
０
円

・
特
殊
農
薬
Ｂ
分
類
（
水
銀
剤
等
）

５
０
０
０
円

※
事
前
に
最
寄
り
の
埼
玉
ひ
び
き

の
農
協
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

★
農
政
課
☎
25-

１
１
７
７
、
支

　

所
環
境
産
業
課
☎
72-

１
３
３

　
４調

理
師
の
方
は
調
理
師
業
務

従
事
者
届
を
出
し
ま
し
ょ
う

対
象　
県
内
の
飲
食
店
や
給
食
施

設
等
で
就
業
し
て
い
る
調
理
師

届
出
方
法　
指
定
の
様
式
に
必
要

事
項
を
記
入
の
う
え
、
１
月
15

日
㈮
ま
で
に
埼
玉
県
調
理
師
会

へ
届
出

※
詳
し
く
は
左
記
へ
。

★
埼
玉
県
調
理
師
会
☎
０
４
８-

８
６
２-

６
４
４
３
、
埼
玉
県

　

健
康
長
寿
課
☎
０
４
８-

８
３

　
０-

３
５
８
５

自
衛
官
候
補
生
募
集

試
験
期
日　
①
１
月
22
日
㈮
・
23

日
㈯
の
う
ち
指
定
す
る
１
日
、

②
２
月
14
日
㈰
・
15
日
㈪
の
う

ち
指
定
す
る
１
日

会
場　
①
朝
霞
駐
屯
地(

予
定
）
、

②
入
間
基
地
（
予
定
）

受
験
資
格　
18
歳
以
上
33
歳
未
満

の
方

受
付
期
間　
①
１
月
14
日
㈭
ま
で
、

②
２
月
８
日
㈪
ま
で

入
隊
時
期　
３
月
又
は
４
月

※
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ
。

★
自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
熊

谷
地
域
事
務
所
☎
０
４
８-

５

　
２
２-

４
８
５
５

〈
広
告
〉

〈
広
告
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◎ホームページバナー広告随時募集中！
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。
　　　　　　　　　  ★広報課☎25-１１５５

広報ほんじょうに広告を掲載しませんか
★広報課☎25-１１５５

募集期間　２月４日㈭まで（必着）
掲載位置　くらしの情報Stationページの最下段
募集枠数　10枠
枠の大きさ　おおむね縦52㎜×横86㎜
刷色　単色（黒）
広告料　３号分　３万円(３号単位で最長12号の申込可)
掲載期間　４月号～令和４年３月号
申込　次の書類を郵送又は直接下記へ提出
・有料広告掲載申込書（広報課で配付又は市ホームペー

ジからダウンロードしたもの）
・広告の原稿（電子データ）
※電子データはメール(kouhou@city.honjo.lg.jp)で提出。
・業務内容などがわかる書類（パンフレット等）
・市町村税に滞納がない証明書（申込者が市外の場合）
郵送先　〒３６７-８５０１
　本庄市本庄３-５-３　本庄市役所広報課広報係
注意事項
・内容によっては掲載できない場合があります。
・応募多数の場合は抽選等により掲載を決定します。
・広告の掲載された広報ほんじょうは、アプリや市ホー

ムページで公開されます。
※詳しくは、本庄市有料広告事業取扱要綱及び広報ほん
じょう広告掲載基準を参照、又は広報課にお問い合わせ
ください。


